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し
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く
だ
さ
い
）
 

トにぎわった13回目の上野焼陶器まつり‘ 

第13回上野焼陶器まつりは、4 月18日の金曜日から20 

日の日曜日まで3日問、町内の各窯元で開かれました。 

18日、10時から原の花キ集荷場で行われたオープニン 

グ式典には関係者約40人が出席、雨の中のフェスティノ、 

ルのスタートとなりました。 

天気が心配された今年の陶器まつりでしたが、土曜日 

午後からは除々にお客さんも増え、3日間で1万2千人 

4千7百台の人と車が上野の里に入り込みました。 

特に日曜日は、 1 時間に5百台以上の車が入り、組合 

が運行した無料パスも7百人以上が利用しました。 

各窯元の展示場や庭先では威勢のいい声が飛びかい、 

あちこちで商談がまとまり、また、沿道には山菜や植木 

などを売る出店も出て、祭り気分を一層盛り上げていま 

した。 

初日が雨だったため、お客さノしは昨年の一割減でした。 

また、ここ数年売リ上げの伸びがなく、陶器まつりも、 

何か新しい対応を迫られているようです。 

5 月は 軽自動車税、国民健康保険税1期分の納税月です 
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か
け
て
、
投
資
的
経
費
を
増
額
し
、
施
 

設
の
改
善
、
新
設
を
行
っ
て
い
ま
す
が
 

こ
れ
に
よ
り
借
金
の
返
済
額
が
大
き
な
 

ウ
エ
ー
ト
を
し
め
、
昭
和
五
十
四
年
度
 

か
ら
制
限
比
率
が
二
十
バ
ち
ノ
ト
を
オ
ー
バ
 

ー
し
、
 

一
部
借
り
入
れ
の
制
限
が
な
さ
 

れ
、
準
用
再
建
団
体
の
限
度
の
ラ
イ
ン
 

上
に
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
再
建
計
 

画
案
を
再
検
討
し
、
投
費
的
事
業
に
つ
 

い
て
は
、
圧
縮
を
は
か
り
、
な
お
一
層
の
 

抑
制
を
行
う
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

⑦
扶
助
費
の
見
直
し
 

産
炭
地
の
特
殊
要
因
も
あ
り
、
決
算
 

額
は
類
似
団
体
の
四
・
一
倍
と
多
く
な
 

っ
て
い
ま
す
。
（
 60 

年
度
）
。
単
独
事
業
に
 

つ
い
て
は
、
五
十
五
年
度
以
降
、
単
価
 

据
え
置
き
を
行
い
、
ま
た
、
補
助
事
業
 

に
つ
い
て
も
国
の
基
準
に
そ
っ
た
単
価
 

改
正
の
実
施
検
討
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

今
後
は
、
義
務
負
担
の
な
い
扶
助
費
 

に
つ
い
て
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

富
渓
助
費
と
は
井
生
活
保
護
法
、
児
 

童
福
祉
法
な
ど
各
種
の
法
令
に
基
づ
き
 

被
扶
助
者
に
対
し
て
支
給
す
る
費
用
】
 

⑧
貸
付
金
の
見
直
し
 

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
金
に
つ
い
て
 

は
、
昭
和
五
十
九
年
度
ま
で
に
十
七
億
 

八
千
九
百
万
円
の
貸
付
額
、
件
数
で
八
 

百
二
十
一
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

償
還
状
況
は
年
々
低
下
し
て
、
五
十
 

九
年
度
末
で
一
億
三
千
八
百
万
円
の
未
 

納
額
と
な
り
、
 
一
千
九
百
六
十
九
万
円
 

の
赤
字
決
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
事
業
の
円
滑
 

な
運
営
は
困
難
で
あ
り
、
未
納
者
に
は
 

赤
池
町
行
政
改
革
推
進
委
員
会
の
答
申
が
三
月
三
十
一
日
に
ま
と
ま
り
ま
し
た
o
 

こ
れ
は
、
昨
年
の
九
月
、
町
長
か
ら
町
行
政
の
制
度
お
よ
び
運
営
に
つ
い
て
 

の
改
善
方
策
に
関
し
て
諮
間
を
受
け
た
「
赤
池
町
行
政
改
革
推
進
委
員
会
」
の
 

み
な
さ
ん
が
、
七
カ
月
の
歳
月
と
、
＋
五
回
に
お
よ
ぶ
会
議
を
重
ね
、
簡
素
で
 

効
率
的
な
町
行
政
確
立
の
た
め
、
国
の
示
し
た
七
項
目
の
基
本
方
針
に
そ
っ
て
 

関
係
各
課
や
機
関
か
ら
の
事
情
聴
取
や
資
料
の
提
出
を
求
め
、
赤
池
町
独
自
の
 

改
善
方
策
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
以
下
、
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
o
 

町
で
は
、
町
長
を
本
部
長
と
し
各
課
長
か
ら
な
る
行
政
改
革
推
進
本
部
を
設
 

置
し
、
こ
の
答
申
に
基
づ
い
て
四
月
末
日
ま
で
に
大
綱
づ
く
り
を
終
え
る
予
定
 

で
す
。
 

実
情
と
そ
の
趣
旨
を
十
分
理
解
願
い
、
 

徴
収
の
向
上
に
努
力
す
る
と
と
も
に
、
 

徴
収
事
務
体
制
を
更
に
強
化
し
、
長
期
 

滞
納
者
に
対
し
て
は
法
的
処
置
の
検
討
 

な
ど
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。
 

な
お
、
こ
れ
ら
の
処
置
に
よ
っ
て
も
 

一
般
会
計
に
更
に
負
担
が
か
か
る
場
合
 

は
、
貸
付
け
の
抑
制
が
強
く
求
め
ら
れ
 

て
い
ま
す
。
 

⑨
税
等
の
納
付
方
法
の
簡
略
化
 

税
（
水
道
料
を
含
む
）
等
の
徴
収
向
 

上
に
つ
い
て
は
、
自
主
納
税
の
普
及
を
 

徹
底
し
、
納
税
組
合
の
組
織
強
化
を
は
 

か
る
と
同
時
に
、
郵
便
局
、
銀
行
、
農
 

協
な
ど
の
活
用
を
は
か
り
、
集
合
徴
収
 

に
よ
る
納
入
方
法
を
推
進
す
る
こ
と
が
 

望
ま
れ
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
滞
納
者
 

に
つ
い
て
は
法
的
処
置
の
検
討
が
求
め
 

ら
れ
て
い
ま
す
。
 

組
織
・
機
構
の
 

簡
素
合
理
化
 

①
課
お
よ
び
係
の
再
編
整
備
 

現
状
で
は
な
お
問
題
点
が
見
受
け
ら
 

れ、 

一
元
化
す
る
事
務
が
あ
る
と
思
わ
 

れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
課
長
会
、
係
長
会
 

等
で
協
議
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

②
公
社
の
運
営
見
直
し
 

現
在
、
町
土
地
開
発
公
社
が
か
か
え
 

て
い
る
土
地
面
積
は
、
四
十
一
万
四
千
 

六
百
七
十
八
務
ト
ル
「
銀
行
か
ら
の
借
り
 

入
れ
総
額
は
、
十
五
億
八
千
九
百
万
円
 

と
な
っ
て
お
り
、
支
払
利
息
も
年
間
一
 

理
念
と
 

基
本
方
向
 

さ
ま
ざ
ま
な
行
政
ニ
ー
ズ
に
適
正
に
、
 

ま
た
効
率
的
に
こ
た
え
て
い
く
こ
と
は
 

基
本
で
す
。
 

今
回
の
行
政
改
革
は
、
町
民
本
位
の
 

行
政
を
推
進
す
る
た
め
に
、
最
少
の
負
 

担
で
最
大
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
 

と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
 

は
、
町
長
を
は
じ
め
、
各
職
員
が
本
当
 

に
や
る
気
を
起
こ
し
、
率
先
し
て
実
行
 

す
る
こ
と
で
す
。
 

ま
た
、
行
政
革
改
は
、
町
民
の
み
な
 

さ
ん
の
積
極
的
な
協
力
と
参
加
が
必
要
 

で
あ
り
、
こ
れ
な
く
て
は
成
功
は
あ
り
 

得
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

事
務
事
業
の
 

見
直
し
 

①
暮
議
会
等
の
見
直
し
 

億
一
千
万
円
と
、
 
一
般
会
計
か
ら
の
負
 

担
が
非
常
に
大
き
く
、
赤
字
の
要
因
と
 

な
っ
て
い
ま
す
。
 

今
後
は
、
事
業
拡
大
を
お
さ
え
、
用
 

地
の
売
却
整
理
を
早
急
に
は
か
り
、
定
 

款
の
基
本
方
針
に
そ
っ
て
健
全
な
運
営
 

に
努
め
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

給
与
の
適
正
化
 

①
給
与
お
よ
び
各
種
手
当
の
見
直
し
 

町
の
財
政
再
建
計
画
に
従
い
、
給
与
 

水
準
の
適
正
化
へ
の
努
力
が
み
ら
れ
て
 

い
る
の
で
、
今
後
も
国
家
公
務
員
並
の
 

適
正
化
の
方
向
で
検
討
す
る
よ
う
求
め
 

ら
れ
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
非
常
勤
公
務
員
の
報
酬
に
つ
 

い
て
は
、
近
隣
と
ほ
ぼ
同
じ
程
度
で
す
 

が
、
ま
だ
細
部
に
わ
た
り
研
究
が
必
要
 

と
な
っ
て
い
ま
す
。
職
員
旅
費
に
つ
い
 

て
は
宿
泊
料
等
条
例
の
見
直
し
が
求
め
 

ら
れ
て
い
ま
す
。
 

定
員
管
理
の
 

適
正
化
 

①
職
員
定
数
の
適
正
化
 

三
月
現
在
の
職
員
数
は
百
六
十
五
人
 

と
類
似
団
体
と
ほ
ぼ
同
数
と
な
っ
て
い
 

ま
す
0

今
後
は
事
業
の
関
連
と
も
見
合
 

わ
せ
な
が
ら
、
部
門
別
の
定
数
を
把
握
 

し
、
適
正
な
是
正
を
行
う
必
要
が
あ
り
 

ま
す
。
 

職
員
の
年
齢
構
成
に
つ
い
て
も
、
同
 

現
在
、
委
員
会
・
審
議
会
 

な
ど
が
三
十
六
あ
り
ま
す
が
 

そ
の
必
要
性
や
行
政
効
果
な
 

ど
を
考
え
て
、
見
直
し
整
理
 

が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

人
員
に
つ
い
て
も
最
少
限
度
 

に
と
ど
め
、
出
日
当
に
つ
い
 

て
も
適
正
な
削
減
を
は
か
る
 

よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

②
補
助
金
・
負
担
金
の
見
直
 

し
 各

種
団
体
に
対
す
る
補
助
 

金
、
負
担
金
は
非
常
に
多
く
 

て
、
二
百
項
目
に
も
の
ぼ
り
 

町
の
財
政
を
悪
く
す
る
一
因
 

と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
 

こ
と
か
ら
限
ら
れ
た
財
源
を
 

重
点
的
、
効
率
的
に
活
用
す
 

ー・1

委

員

の

み

な

さ

ん

 

回
立
花
 
杉
夫
 

（
市
場
、
議
 

浦
田
 

勇
 

（
上
野
、
議
 

山
下
 
次
男
 
（
赤
池
、
議
 

平
元
・
一
光
年
 

（
上
野
、
議
 

小
松
 
篤
生
 

（
上
野
、
労
 働
代
き
 

青
木
 

等
 

（
上
野
、
・
労
働
代
表
）
 

中
原
 
和
義
 
（
上
野
、
労
働
代
表
〕
 

亀
井
 
澄
子
 

（
赤
池
、
掃
人
代
義
）
 

猪
H
 

公
子
 

（
赤
池
、
婦
人
代
表
）
 

田
中
 
久
夫
 

（
市
場
、
農
業
委
員
）
 

左
 

重
喜
 

（
赤
池
、
商
工
会
）
 

o
秦
 

住
雄
 

（
赤
池
、
教
育
委
員
）
 

亀
谷
 
松
次
 

（
赤
池
、
民
】
生
委
員
）
 

久
原
 

弘
 

（
赤
池
、
そ
の
他
）
 

【
敬
称
略
、
 

（
）
内
は
住
所
と
選
出
 

母
体
、
0
は
会
長
o
は
職
務
代
理
者
】
 

る
た
め
、
整
理
合
理
化
を
推
進
し
、
 
一 

割
カ
ッ
ト
を
目
標
に
適
正
な
削
減
を
は
 

か
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

③
各
種
使
用
料
や
手
数
料
の
見
直
し
 

各
種
証
明
等
の
手
数
料
は
、
近
隣
町
 

村
と
ほ
ぼ
均
衡
が
は
か
ら
れ
て
い
ま
す
 

が
、
町
営
住
宅
の
家
賃
に
つ
い
て
は
、
 

過
去
五
年
間
、
七
十
ぐ
ノ
ト
を
最
高
2
改
 

定
を
行
っ
て
お
り
、
維
持
管
理
、
家
賃
 

の
徴
収
体
制
の
強
化
と
収
納
率
の
向
上
 

に
更
に
努
力
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。
 

老
朽
し
た
住
宅
に
つ
い
て
は
、
居
住
 

水
準
の
向
上
を
考
慮
し
て
、
建
替
え
、
 

改
築
等
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
 

す
。
ま
た
、
そ
の
払
下
げ
に
つ
い
て
も
 

努
力
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。
 

④
水
道
事
業
の
見
直
し
 

年
代
に
片
寄
り
が
あ
り
、
長
期
的
、
将
 

来
的
に
み
て
、
退
職
勧
奨
制
度
の
導
入
 

を
は
か
り
、
新
規
採
用
等
を
考
慮
し
、
 

正
常
な
職
員
構
成
に
努
め
る
よ
う
求
め
 

ら
れ
て
い
ま
す
。
 

民
間
委
託
・
O
A
化
等
 

事
務
改
革
の
推
進
 

①
民
間
委
託
へ
の
見
直
し
 

老
人
ホ
ー
ム
は
、
財
政
負
担
な
ど
を
 

考
慮
し
、
今
後
は
町
の
管
理
の
も
と
で
 

団
体
に
委
託
し
て
い
く
こ
と
が
、
望
ま
 

れ
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
学
校
給
食
セ
 

ン
タ
ー
は
、
施
設
の
改
善
が
必
要
で
あ
 

り
、
審
議
会
で
十
分
協
議
願
う
と
と
も
 

に
一
部
事
務
組
合
方
式
等
に
つ
い
て
は
 

下
田
川
四
カ
町
で
今
後
検
討
す
る
よ
う
 

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

②
O
A
化
へ
の
見
直
し
 

事
務
の
効
率
化
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
 

向
上
を
は
か
る
た
め
、
電
算
機
器
の
導
 

入
は
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
十
 

分
検
討
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

会
館
等
公
共
施
設
の
 

設
置
お
よ
び
 

管
理
運
営
の
合
理
化
 

①
公
共
施
設
の
使
用
料
の
見
直
し
 

使
用
料
に
つ
い
て
は
大
体
適
正
で
あ
 

り
、
今
後
は
、
今
の
施
設
の
有
効
利
用
 

を
推
進
す
る
た
め
、
他
町
村
と
の
均
衡
 

を
十
分
保
つ
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
 

水
の
有
効
利
用
に
つ
い
て
意
識
の
向
 

上
を
は
か
り
、
新
た
な
水
源
の
開
発
お
 

よ
び
給
水
施
設
の
改
良
整
備
を
促
進
し
 

水
の
安
定
供
給
に
努
め
る
必
要
が
あ
り
 

ま
す
。
ま
た
累
積
赤
字
の
問
題
に
つ
い
 

て
は
、
健
全
化
計
画
に
基
づ
き
早
期
解
 

消
を
は
か
る
ょ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

⑤
病
院
事
業
の
見
直
し
 

県
か
ら
の
医
師
の
派
遣
は
、
病
院
と
 

し
て
は
大
き
な
収
穫
で
あ
り
、
現
在
、
あ
 

る
程
度
の
診
療
体
制
は
確
保
さ
れ
て
い
 

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
地
域
医
療
を
守
る
 

た
め
、
医
師
の
確
保
・
定
着
・
増
床
を
は
 

か
り
、
累
積
赤
字
の
早
期
解
消
に
な
お
 

一
層
努
め
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

⑥
公
債
費
（
借
金
）
の
見
直
し
 

昭
和
五
十
年
度
か
ら
五
十
三
年
度
に
 

ま
す
。
各
地
区
に
あ
る
集
会
所
に
つ
い
 

て
は
、
地
元
で
主
体
的
に
維
持
管
理
を
 

す
る
方
向
で
検
討
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
 

て
い
ま
す
。
 

②
防
犯
灯
・
街
灯
の
見
直
し
 

電
気
料
金
が
非
常
に
多
く
、
町
負
担
 

地
元
負
担
が
明
確
で
な
い
た
め
、
こ
の
 

調
査
を
早
急
に
行
い
、
公
共
灯
に
つ
い
 

て
は
、
廃
止
で
き
る
も
の
は
廃
止
し
て
 

必
要
な
も
の
は
再
契
約
す
る
な
ど
の
措
 

置
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
 

水
銀
灯
か
ら
蛍
光
灯
へ
の
切
り
替
え
を
 

検
討
し
、
条
例
化
の
必
要
も
求
め
ら
れ
 

て
お
り
ま
す
。
 

③
保
育
所
の
運
営
改
善
 

町
内
の
四
保
育
所
は
、
す
で
に
法
人
 

化
し
て
お
り
見
直
し
の
必
要
は
な
い
と
 

思
わ
れ
ま
す
。
保
育
料
の
減
免
措
置
は
 

今
ま
で
ど
お
り
対
応
し
て
い
く
方
向
で
 

検
討
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

④
天
郷
青
年
の
家
の
見
直
し
 

今
後
、
県
営
事
業
の
方
向
で
県
等
に
 

陳
情
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
ま
 

た
、
近
隣
市
町
村
を
含
め
た
と
こ
ろ
の
 

一
部
事
務
組
合
方
式
へ
の
検
討
も
求
め
 

ら
れ
て
い
ま
す
。
 

地六一 

「
の
合
理
化
 

法
定
の
議
員
定
数
は
二
十
二
人
と
定
 

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
定
数
は
十
 

八
人
で
あ
り
、
定
数
を
減
ら
す
こ
と
に
 

つ
い
て
の
住
民
の
み
な
さ
ん
の
声
は
あ
 

り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
慎
重
に
 

検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
 

い
ま
す
。
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昭
和
六
十
一
年
三
月
定
例
町
議
会
は
、
三
月
十
二
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
十
八
日
間
の
会
期
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

今
回
は
、
三
年
連
続
と
な
っ
た
一
般
会
計
暫
定
予
算
を
は
じ
め
、
町
立
病
院
事
業
会
計
な
ど
十
一
の
予
算
関
係
 

議
案
と
四
つ
の
給
与
関
係
議
案
な
ど
、
合
計
二
十
二
の
議
案
が
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
も
執
行
部
提
出
の
原
案
ど
お
 

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
 

ま
た
、
開
会
当
日
、
池
永
町
長
は
、
六
カ
月
の
暫
定
予
算
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
な
ど
、
当
面
す
る
町
 

政
執
行
に
あ
た
っ
て
の
施
政
方
針
演
説
を
行
い
、
 

「
今
年
度
は
、
赤
池
町
の
運
命
が
左
右
さ
れ
る
年
で
も
あ
る
。
」
 

と
厳
し
い
財
政
事
情
を
訴
え
ま
し
た
。
 

こ
の
ほ
か
、
請
願
三
件
、
陳
情
二
件
、
 
一
般
質
問
な
ど
多
く
の
事
項
を
審
議
し
て
会
期
を
終
了
し
ま
し
た
。
 

な
お
、
四
月
十
二
日
に
は
、
工
事
請
負
契
約
な
ど
を
議
案
と
す
る
臨
時
議
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
 

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。
 

予 

算 

⑨
昭
和
六
十
一
年
度
赤
池
町
一
般
会
計
 

暫
定
予
算
 

⑨
昭
和
六
十
一
年
度
赤
池
町
国
民
健
康
 

保
険
事
業
勘
定
特
別
会
計
予
算
 

0
昭
和
六
十
一
年
度
赤
池
町
住
宅
新
築
 

資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計
予
算
 

⑨
昭
和
六
十
一
年
度
赤
池
町
上
水
道
事
 

業
会
計
予
算
 

⑨
昭
和
六
十
一
年
度
赤
池
町
立
病
院
事
 

業
特
別
会
計
予
算
 

⑨
昭
和
六
十
一
年
度
赤
池
町
老
人
保
健
 

特
別
会
計
予
算
 

一
般
会
計
は
、
前
年
度
の
歳
入
欠
か
 

準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
 

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
 

以
上
、
四
議
案
は
い
づ
れ
も
国
家
公
 

務
員
の
給
与
改
定
に
準
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
 

条
例
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
 

内
容
は
、
人
事
院
勧
告
に
よ
り
、
昨
 

年
の
七
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
職
員
 

給
与
が
平
均
三
・
五
四
ハ
＋
‘
引
き
上
げ
 

ら
れ
た
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
六
 

等
級
制
の
給
料
表
か
ら
七
級
制
の
表
に
 

改
め
ら
れ
た
こ
と
。
ま
た
、
級
別
標
準
 

職
務
表
の
改
正
、
お
よ
び
級
別
の
職
員
 

定
数
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
で
す
。
 

⑨
赤
池
町
営
住
宅
家
賃
徴
収
条
例
の
 

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
 

り
伏
原
団
地
の
窓
を
サ
ッ
シ
に
取
り
替
 

え
た
た
め
家
貨
を
六
百
円
ア
ッ
プ
し
、
 

ま
た
、
新
し
く
建
設
し
た
岩
屋
団
地
の
 

家
貨
が
一
万
六
千
五
百
円
に
定
め
ら
れ
 

ま
し
た
。
 

⑨
職
員
の
休
日
お
よ
び
休
暇
に
関
す
る
 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
 

に
つ
い
て
‘
い
ま
ま
で
は
年
未
年
始
の
 

休
日
は
特
別
休
暇
と
し
て
規
定
さ
れ
て
 

い
ま
し
た
が
、
人
事
院
の
勧
告
に
よ
り
 

昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
休
日
法
 

に
よ
る
休
日
扱
い
と
な
っ
た
た
め
、
条
 

例
が
一
部
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
 

条 

例 

⑨
町
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
制
定
に
 

つ
い
て
g
日
本
電
信
電
話
公
社
が
民
営
 

化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
町
道
 

に
占
用
さ
れ
で
い
た
同
社
と
九
州
電
力
 

の
電
柱
、
電
話
柱
の
占
用
料
を
事
業
者
 

ん
が
多
い
こ
と
、
地
方
交
付
税
の
伸
び
 

が
カ
ッ
ト
分
を
含
め
て
も
歳
出
額
の
伸
 

び
に
見
合
わ
な
い
こ
と
、
土
地
の
売
却
 

等
に
よ
る
歳
入
の
見
込
み
が
大
幅
に
遅
 

れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
理
由
に
よ
り
 

昨
年
の
三
カ
月
の
暫
定
予
算
を
更
に
三
 

カ
月
延
ば
し
て
、
六
カ
月
の
暫
定
予
算
 

と
な
り
ま
し
た
。
 

（
表
参
照
）
 

補 

正 

予 

算 

⑨
昭
和
六
十
年
度
赤
池
町
一
般
会
計
補
 

正
予
算
‘
今
ま
で
の
予
算
総
額
四
十
四
 

億
五
千
九
百
十
一
万
円
に
、
今
回
、
 
一 

億
二
百
三
十
万
八
千
円
が
追
加
さ
れ
、
 

総
額
四
十
五
億
六
千
百
四
十
一
万
八
千
 

か
ら
徴
収
す
る
た
め
の
条
例
が
制
定
さ
 

れ
ま
し
た
。
 計

画
の
一
部
変
更
 

⑨
赤
池
町
過
疎
地
域
振
興
計
画
の
一
部
 

変
更
に
つ
い
て
‘
初
め
の
計
画
ど
お
り
 

実
施
さ
れ
な
か
っ
た
事
業
や
新
し
く
実
 

施
し
た
事
業
な
ど
、
整
備
計
画
の
一
部
 

が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
 

財 

産 

⑨
町
有
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
→
中
尾
 

保
育
所
敷
地
や
赤
池
納
骨
堂
な
ど
公
共
 

施
設
用
地
を
赤
池
町
土
地
開
発
公
社
か
 

ら
購
人
す
る
た
め
議
決
を
得
ま
し
た
。
 

委 

員 

〇
赤
池
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
 

委
員
の
選
任
に
つ
い
て
‘
現
委
員
の
ト
 

村
勲
委
員
が
任
期
満
了
と
な
っ
た
た
め
 

再
任
さ
れ
ま
し
た
。
 

⑥
赤
池
町
教
育
委
員
会
委
員
の
選
任
に
 

つ
い
て
‘
任
期
満
了
で
兼
重
直
之
委
員
 

が
辞
任
さ
れ
、
新
し
く
浦
田
弘
二
委
員
 

が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
 

エ 

事 

⑨
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
g
 

昭
和
六
十
一
年
度
の
就
労
事
業
七
件
の
 

予
定
価
格
が
三
千
万
円
を
下
ら
な
い
た
 

め
、
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
求
め
 

ま
し
た
。
工
事
名
、
請
負
業
者
、
請
負
 

代
金
額
は
表
の
と
お
り
で
す
。
 

（
四
月
臨
時
）
 

ご， 乙、 △ △ △ △ Z、 △ 乙、 ‘A 

円
に
な
り
ま
し
た
。
 

主
な
も
の
は
、
歳
入
で
、
産
炭
地
域
 

振
興
特
別
対
策
事
業
と
し
て
実
施
し
た
 

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
し
尿
処
理
施
設
や
清
 

掃
セ
ン
タ
ー
の
ゴ
ミ
処
理
施
設
改
造
工
 

事
に
伴
う
国
か
ら
の
交
付
金
二
千
五
百
 

万
円
や
各
種
事
業
に
伴
う
借
金
の
増
額
 

八
千
四
百
万
円
な
ど
で
す
。
 

歳
出
で
は
、
町
立
病
院
、
水
道
事
業
 

に
対
す
る
支
出
金
、
開
発
公
社
用
地
の
 

購
入
費
、
地
区
道
路
の
整
備
事
業
費
な
 

ど
で
す
。
 

⑨
昭
和
六
十
一
年
度
赤
池
町
住
宅
新
築
 

資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
 

‘
百
二
十
六
万
八
千
円
を
追
加
補
正
し
 

昧崎山組 9,100万円 
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専 

決 

処 

分 

⑨
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て
‘
地
方
 

税
法
の
一
部
改
正
な
ど
の
決
律
が
三
月
 

三
十
一
日
成
立
、
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
 

よ
り
、
赤
池
町
税
条
例
の
一
部
を
四
月
 

一
日
付
け
で
専
決
処
分
し
た
の
で
議
会
 

の
承
認
を
求
め
ま
し
た
。
 

内
容
は
、
町
県
民
税
の
均
等
割
り
と
 

所
得
割
り
の
非
課
税
限
度
額
が
六
十
一
 

年
度
分
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
。
 

総
額
五
億
百
二
万
二
千
円
と
な
り
ま
し
 

た
。
内
容
は
、
今
年
度
、
貸
付
事
業
に
 

対
す
る
県
の
補
助
金
が
新
設
さ
れ
た
こ
 

と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。
 

＠
昭
和
六
十
年
度
赤
池
町
一
般
会
計
補
 

正
予
算
‘
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
 

準
じ
て
町
職
員
の
給
与
改
定
が
行
わ
れ
 

た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
経
費
一
千
八
百
 

六
十
六
万
五
千
円
が
追
加
補
正
さ
れ
、
 

総
額
四
十
五
億
八
千
八
万
三
千
円
と
な
 

り
ま
し
た
。
 

＠
昭
和
六
十
年
度
赤
池
町
立
病
院
事
業
 

特
別
会
計
補
正
予
算
‘
収
益
的
収
入
お
 

よ
び
支
出
で
八
百
三
十
万
二
千
円
。
資
 

本
的
収
入
お
よ
び
支
出
で
五
百
五
十
一
一
 

万
七
千
円
が
そ
れ
ぞ
れ
追
加
補
正
さ
れ
 

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
不
採
算
地
区
に
認
 

定
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
補
助
金
の
 

増
額
分
な
ど
で
す
。
 

⑨
昭
和
六
十
年
度
赤
池
町
老
人
保
健
特
 

別
会
計
補
正
予
算
‘
医
療
費
の
支
払
増
 

に
よ
り
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
四
百
万
円
 

が
追
加
補
正
さ
れ
、
総
額
六
億
四
千
一
一
 

百
八
十
八
万
三
千
円
に
な
り
ま
し
た
。
 

ま
た
、
た
ば
こ
消
費
税
が
五
月
一
日
か
 

ら
一
本
に
つ
き
一
円
引
き
上
げ
ら
れ
た
 

こ
と
で
す
。
 

（
四
月
臨
時
）
 

般 

質 

間 

岡
失
対
制
度
事
業
の
今
後
と
地
域
経
済
 

と
の
関
係
に
つ
い
て
 

圏
産
炭
地
の
財
源
の
乏
し
い
町
村
の
大
 

き
な
地
域
振
興
を
果
し
て
い
る
。
存
続
 

は
訴
え
続
け
て
き
た
。
四
十
二
名
の
七
 

十
歳
以
上
の
人
が
や
め
て
い
く
が
、
財
 

政
事
情
か
ら
し
て
百
七
十
万
円
の
自
立
 

祝
金
が
限
度
と
考
え
る
。
 

ど
う
救
済
し
て
い
く
か
、
今
後
の
課
 

題
で
あ
る
。
現
時
点
で
任
意
就
労
事
業
 

の
考
え
は
持
っ
て
い
な
い
。
田
川
地
区
 

や
県
で
取
り
組
む
よ
う
依
頼
し
て
い
る
。
 

高
齢
化
に
伴
い
、
労
働
問
題
と
し
て
 

と
ら
え
る
こ
と
は
、
国
民
の
合
意
を
得
 

に
く
い
。
 
福
祉
の
問
題
と
し
て
十
分
考
 

え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

岡
国
鉄
問
題
に
つ
い
て
 

圏
廃
止
反
対
、
存
続
を
訴
え
て
い
る
。
 

具
体
的
な
方
策
は
出
て
い
な
い
。
止
む
 

を
得
な
い
な
ら
第
三
セ
ク
タ
ー
方
式
も
 

検
討
す
る
。
国
鉄
職
員
の
採
用
に
つ
い
 

て
は
断
っ
て
い
る
。
 

岡
補
助
金
カ
ッ
ト
と
地
方
交
付
税
と
の
 

関
係
に
つ
い
て
 

問
カ
ッ
ト
は
暫
定
措
置
と
し
て
三
年
間
。
 

補
て
ん
は
一
年
間
と
、
厳
し
い
運
営
を
 

迫
ま
ら
れ
て
い
る
0

特
に
退
職
者
医
療
 

の
増
加
で
国
保
運
営
は
ピ
ン
チ
に
立
た
 

さ
れ
て
い
る
が
、
補
助
金
に
つ
い
て
は
 

一
部
復
活
交
付
金
と
し
て
交
付
さ
れ
る
 

各会計の61年度予算額と対前年度比（一般脅計伸皐は前年度が3カ月の暫定予算のため未記入〉 

会 計 I 予 算 額 .対前年伸率（離」 

24億4 . 306万円  」ン二
4 億1 ,219 万円 1 14 .2 , 4 億1 ,219 万円 

1 1 1 .9 

1 13 .3 

1 14 .6 

1 30 . 3 

3 億8 ,343 万円 

2 億4 ,486 万円 

般会計暫定 

i国民健康保険事業特別会計 

：住宅新築資金等貸付事業特別会計 

6 億0 ,5 〇2万円 

7 億6 ,334 万円 

】.上水道事業特別会計 

町立病院事業特別会計 

舞老人保健特別会離 

条
例
の
一
部
改
正
 

〇
赤
池
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
 

い
て
 

＠
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
 

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
 

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
 

〇
一
般
職
の
職
員
の
通
勤
手
当
支
給
方
 

法
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
 

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
 

⑨
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
 

見
込
み
で
あ
る
。
近
い
将
来
、
医
療
保
 

険
の
一
元
化
の
計
画
が
あ
り
、
国
で
検
 

討
中
で
、
保
険
者
間
の
医
療
費
負
担
の
 

公
平
化
が
進
む
と
思
わ
れ
る
。
 

報 

告 

⑥
昭
和
六
十
年
度
定
例
事
務
監
査
の
結
 

果
報
告
‘
二
月
七
日
か
ら
二
月
二
十
一
 

日
ま
で
実
施
さ
れ
た
予
算
執
行
状
況
に
 

つ
い
て
の
監
査
結
果
が
議
会
選
出
の
監
 

査
委
員
よ
り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
 

請 

願 

⑨
食
品
の
安
全
確
保
を
求
め
る
請
願
‘
 

採
択
 

⑨
ス
パ
イ
防
止
法
制
定
に
関
す
る
意
見
 

書
提
出
を
求
め
る
請
願
‘
総
務
委
員
会
 

付
託
・
継
続
審
議
 

⑨
国
鉄
分
割
、
民
営
化
に
反
対
し
、
真
 

に
国
民
の
た
め
の
国
鉄
再
建
を
実
現
す
 

る
意
見
書
採
択
を
求
め
る
請
願
‘
採
択
 

そ
の
ほ
か
、
昨
年
の
九
月
定
例
会
で
 

産
業
建
設
委
員
会
へ
付
託
さ
れ
て
い
た
 

「
中
尾
地
区
道
路
路
肩
補
修
に
関
す
る
 

請
願
」
お
よ
び
、
十
二
月
定
例
会
の
「
 

赤
池
町
車
道
の
一
路
線
の
舗
装
に
関
す
 

る
請
願
」
は
、
現
地
調
査
な
ど
審
議
を
 

重
ね
た
結
果
、
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
 

陳 

情 

⑨
昭
和
六
十
一
年
度
保
育
関
係
赤
池
町
 

予
算
に
対
す
る
陳
情
‘
採
択
 

⑨
国
立
療
養
所
「
田
川
新
生
病
院
」
の
 

存
続
、
充
実
に
関
す
る
陳
情
‘
採
択
 



昭和61年5月1日 い け か
 

あ
 

口反 
査）' 

広
 

第280 号 

同
和
問
題
啓
発
 

田
川
の
部
落
形
成
と
 

た
た
か
い
の
歴
史
 

国
崩
れ
か
け
た
農
村
を
 

支
え
る
 

「
被
差
別
」
身
分
の
人
び
と
 

享
保
年
間
（
一
七
一
六
年
i

一
七
三
 

六
年
）
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
田
川
の
百
 

姓
た
ち
の
中
に
も
、
重
い
年
貢
に
耐
え
 

き
れ
ず
土
地
を
す
て
て
逃
げ
る
者
が
で
 

て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
 
「
享
保
の
大
き
 

き
ん
」
 
に
よ
っ
て
五
人
に
一
人
と
 

●つ 

多
く
の
百
姓
が
死
ん
で
い
き
ま
し
た
。
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
当
時
は
年
貢
 

（
税
金
）
が
村
単
位
に
か
け
ら
れ
て
い
 

た
た
め
、
残
っ
た
百
姓
の
負
担
は
さ
ら
 

に
重
く
な
り
、
そ
の
た
め
つ
ぶ
れ
た
り
 

A履
の
広
報
啓
発
の
中
で
「
え
た
、
 

び
に
ん
」
と
い
う
封
建
身
分
博
被
差
 

別
部
落
を
略
し
た
用
い
方
一
で
「
部
落
」
 

と
い
う
用
語
を
鵬
い
で
い
ま
す
。
現
 

の
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
滋
、
 

い
方
に
よ
っ
で
犬
権
摂
害
（
差
別
｝
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保健婦を配置しました 

シ
リ
ー
ズ
 

②
 

夜
逃
げ
を
す
る
百
姓
が
さ
ら
に
ふ
え
、
 

ま
す
ま
す
耕
し
手
の
な
い
田
や
畑
が
増
 

え
ま
し
た
。
百
姓
た
ち
の
村
が
、
崩
壊
 

し
は
じ
め
た
の
で
す
。
 

そ
こ
で
領
内
の
農
業
労
働
力
を
失
っ
 

た
小
倉
藩
は
、
こ
の
労
働
力
不
足
を
お
 

ぎ
な
う
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
手
を
打
っ
た
 

す
え
、
結
果
的
に
は
「
作
方
便
利
人
」
 

と
し
て
、
「
え
た
・
ひ
に
ん
」
身
分
の
人
 

び
と
の
労
働
力
を
百
姓
に
か
わ
る
農
業
 

労
働
力
と
し
て
導
入
し
て
い
き
ま
し
た
n
 

差
別
的
な
低
い
身
分
は
そ
の
ま
ま
で
、
 

つ
ま
り
「
え
た
」
身
分
の
農
業
専
業
者
 

が
、
年
を
追
っ
て
、
領
内
各
地
の
農
村
 

に
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
 

こ
う
し
て
農
村
で
は
 
「
え
た
」
身
分
 

の
人
び
と
と
百
姓
身
分
の
人
び
と
が
、
 

一
緒
に
農
業
専
業
者
と
し
て
働
き
、
く
 

ず
れ
か
か
っ
た
農
村
を
互
い
に
力
を
合
 

わ
せ
て
支
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
 

た。 
に
つ
な
が
る
こ
の
よ
う
な
薦
語
は
避
 

け
る
べ
き
で
す
が
、
学
習
を
わ
か
り
 

や
す
く
す
る
た
め
、
や
む
を
え
ず
用
 

い
た
も
の
で
す
α
そ
の
点
審
十
分
ご
 

認
識
の
土
、
学
習
を
臨
り
深
め
で
下
 

さ
い
。
 

〕 
I 

4 月 1 日から、役場住民福ネ」I言果に保健婦がおかれました。 

これは、老人保健法の施行にイ半って、成人病対策や母子保健 

対策など、みなさんの健康づく りのお手伝いをするため、専問 

の保健婦を配置したものです。 

今後は、みなさんの家庭を訪問して健康指導をしたり、役場 

の相談室や電話てM建康相談を受けたり、 いろんな組織や、グル 

ープに対しての衛生教育を行ったりと、除々にその業務を広げ 

ていく予定です。 

予防接種や検診に対する問い合せはもちろん、赤ちゃんを育 

てる上での悩みや妊娠中の心配ごとなど、 どんなことでも結構 

です。 お気軽にご相談ください。 

今
年
度
か
ら
、
老
人
保
健
法
に
 

基
づ
い
て
、
赤
池
町
に
保
健
婦
が
 

置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

保
健
婦
の
仕
事
は
ど
ん
な
も
の
 

か
、
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。
 

病
院
の
中
で
患
者
さ
ん
の
世
話
 

を
す
る
の
が
看
護
婦
さ
ん
で
す
が
 

保
健
婦
は
、
自
宅
か
ら
通
院
治
療
 

中
の
患
者
さ
ん
、
病
気
が
あ
っ
て
 

も
症
状
が
無
い
た
め
に
放
置
し
て
 

い
る
方
や
健
康
な
方
を
対
象
に
し
 

て
、
地
域
の
中
で
働
く
こ
と
に
な
 

一一！三一一ニ 

り
ま
す
。
 

検
診
を
し
て
早
く
病
気
を
見
つ
け
、
 

早
期
に
治
療
を
し
て
も
ら
っ
た
り
、
病
 

気
を
放
置
し
て
い
る
方
に
は
治
療
を
勧
 

め
た
り
、
治
療
の
た
め
の
相
談
を
受
け
 

た
り
、
町
内
の
病
院
の
先
生
方
と
連
絡
 

を
取
り
合
っ
て
訪
問
看
護
を
し
た
り
、
 

ま
た
、
健
康
な
方
に
対
し
て
は
、
よ
り
 

一
層
健
康
で
あ
る
よ
う
に
、
病
気
の
予
 

防
や
健
康
の
増
進
に
つ
い
て
い
っ
し
ょ
 

に
考
え
て
い
き
ま
す
。
 

赤
池
町
民
の
死
亡
原
因
や
病
気
の
種
 

四
部
落
の
人
々
が
 

果
し
た
「
生
産
」
と
 

「
労
働
」
の
歴
史
 

ー
脱
貧
困
、
脱
賎
化
を
 

め
ざ
す
 

た
く
ま
し
い
努
力
ー
 

こ
う
し
て
、
農
業
専
業
者
と
な
っ
た
 

「
え
た
」
 
身
分
の
人
々
は
、
貧
困
か
ら
 

ぬ
け
出
す
た
め
、
見
下
げ
ら
れ
い
や
し
 

め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
、
 

ど
ん
な
不
利
な
条
件
で
も
、
ど
ん
ど
ん
 

農
業
に
参
加
し
、
「
生
産
」
と
「
労
働
」
 

の
か
が
や
か
し
い
歴
史
を
つ
く
り
上
げ
 

て
い
き
ま
し
た
。
 
そ
れ
は
、
ま
さ
に
差
 

別
を
克
服
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
 

差
別
と
の
日
常
的
な
た
た
か
い
で
あ
っ
 

た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
 
こ
の
あ
り
さ
 

ま
を
、
天
保
時
代
（
一
八
三
〇
年
代
）
、
 

筑
前
の
国
学
者
青
柳
種
信
は
、
次
の
よ
 

う
に
書
き
残
し
て
い
ま
す
。
 

今
の
世
に
、
え
た
と
称
す
る
者
…
囲
 

っん 

…
重
き
を
負
い
て
お
も
し
と
せ
ず
、
転
 

耕
（
田
畑
を
耕
し
農
作
を
す
る
こ
と
）
、
 

を
な
し
て
労
（
苦
労
）
と
せ
ず
、
こ
れ
 

に
よ
り
て
い
ず
れ
の
国
に
も
近
代
に
至
 

り
て
臓
雄
く
（
農
民
の
労
働
力
）
尋
ら
ず
 

し
て
、
田
畑
の
荒
鶏
（
荒
れ
は
て
る
こ
 

一
一
ん
か
い
 

と
）
す
る
所
、
あ
る
い
は
山
野
を
墾
開
 

（
山
野
を
開
い
て
田
畑
を
つ
く
る
こ
と
）
 

「」 

た

み

 

す
る
な
ど
の
時
は
此
の
民
に
命
じ
て
成
 

さ
し
め
、
又
は
其
の
地
を
与
え
て
住
居
 

せ
し
む
る
に
、
そ
の
功
（
 

は
た
ら
き
）
す
み
や
か
に
 

『】うでh 

し
て
、
荒
田
（
荒
れ
は
て
 

り

よ

7
で

ん

 

た
田
）
を
良
田
（
米
が
よ
 

く
と
れ
る
田
）
と
な
し
、
 

じ

ゅ

く

で

ん

 

や
せ
た
る
の
地
を
も
熟
田
 

（
収
穫
量
の
多
い
田
）
と
 

す
る
、
搬
に
遍
に
平
民
と
 

こ
う
で
A
 

同
じ
く
公
田
（
年
貢
の
対
 

象
と
な
る
田
）
を
耕
し
、
 

W
鎧
（
年
貢
、
つ
ま
り
税
 

金
を
割
り
あ
て
て
取
り
た
 

て
る
こ
と
）
を
同
じ
う
す
 

,

 

る
も
の
年
を
逐
い
て
多
く
 

こ

れ

や

t

こ

と

 

い

き

お

 

な
れ
り
、
是
止
事
な
き
勢
 

い
…
岡
 

村
と
し
て
年
 

貢
が
払
え
ず
、
崩
壊
し
か
 

け
て
い
た
村
に
お
け
る
？
」
 

う
し
た
低
い
身
分
の
人
々
 

の
め
ざ
ま
し
い
働
き
ぶ
り
 

と
、
村
の
た
め
に
果
た
し
 

た
生
産
は
村
人
た
ち
に
救
 

世
主
の
よ
う
に
あ
り
が
た
 

い
も
の
と
し
て
感
謝
さ
れ
 

た
は
ず
で
す
。
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
「
え
た
」
身
 

分
の
ま
ま
農
業
専
業
者
に
さ
れ
た
人
た
 

ち
も
、
こ
の
農
村
協
同
体
の
中
で
は
「
 

え
た
」
 
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
な
く
、
「
え
 

た
百
姓
」
さ
ら
に
は
「
新
百
姓
」
と
呼
 

ば
れ
、
村
の
中
で
の
評
価
や
地
位
が
高
 

め
ら
れ
る
空
気
が
生
ま
れ
て
き
た
の
も
、
 

当
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
の
で
す
。
 

福
岡
県
部
落
史
研
究
会
資
料
よ
り
 

内に保健婦相談室をつくりました。お気軽にご利用ください‘ 

保健婦相談室はここです 

ト役 

I 

水道課 

' 
' 

住 
I 

民福祉課 I 同対課 
, 
I 
' 

総務課 務課 

会 

類
、
数
な
ど
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
当
 

町
も
例
に
も
れ
ず
、
心
臓
病
、
脳
卒
中
 

高
血
圧
症
な
ど
の
循
環
器
の
病
気
や
ガ
 

ン
な
ど
の
成
人
病
が
大
半
を
占
め
て
い
 

ま
す
。
こ
れ
ら
の
成
人
病
対
策
を
主
体
 

に
、
妊
産
婦
、
乳
幼
児
保
健
事
業
な
ど
 

を
含
め
て
、
赤
池
町
の
保
健
事
業
に
そ
 

っ
て
や
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

病
気
を
な
お
す
の
も
、
健
康
を
守
る
 

の
も
、
み
な
さ
ん
自
身
で
す
。
保
健
婦
 

は
微
力
な
が
ら
み
な
さ
ん
の
健
康
管
理
 

に
援
助
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

口 

臨
 

保健婦 

太田 みのり 

昭
和
四
十
六
年
長
崎
県
立
保
健
 

婦
学
校
卒
業
 
昭
和
五
十
三
年
赤
 

池
町
立
病
院
勤
務
，
昭
和
六
十
 

一
年
四
月
よ
り
赤
池
町
保
健
婦
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ト中央研修所で開かれた福祉体験学校 

議事堂 

今
月
の
解
放
講
座
 

と
 
き
 
5
月
 28 

日
（
水
曜
日
）
 

午
後
7
時
 30 

分
か
ら
 

と
こ
ろ
 
同
和
対
策
中
央
研
修
所
 

自
己
を
見
つ
め
、
暮
し
を
高
め
 

る
解
放
講
座
へ
、
み
な
さ
ん
さ
そ
 

い
あ
っ
て
参
加
し
ま
し
ょ
う
。
 

入 
22 人が障害を体験 

ー体験学校で今後の活動を誓う― 

胃
一
日
、
赤
池
ノ
 

町
社
会
福
祉
協
議
会
 

主
催
で
、
福
祉
体
験
 

学
校
が
開
か
れ
ま
し
 

た。 今
年
は
、
二
十
一
一
 

人
の
中
学
生
が
参
加
。
 

点
字
、
手
話
の
基
礎
 

を
勉
強
し
た
り
、
三
 

歳
の
と
き
軽
い
脳
性
 

マ
ヒ
を
起
こ
し
、
以
 

来
、
車
イ
ス
の
生
活
 

を
さ
れ
て
い
る
小
屋
 

松
勉
さ
ん
（
山
田
市
〕
 

の
自
立
更
生
の
体
験
談
を
聞
き
、
 

実
際
に
目
隠
し
で
車
イ
ス
に
乗
っ
 

て
障
害
を
体
験
し
ま
し
た
。
 

参
加
し
た
中
学
生
は
、
こ
れ
を
 

機
会
に
P
E
A
c
E

と
い
う
会
を
 

つ
く
り
、
今
後
、
福
祉
の
勉
強
や
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
続
け
る
こ
 

と
を
誓
い
合
い
ま
し
た
。
 

×
 

あなたを狙う“甘いささやき” 5月は経済事犯取締り強化月間 
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二
人
目
の
お
子
さ
ん
か
ら
 

受
け
取
れ
ま
す
 

児
童
手
当
法
の
改
正
ー
ー
ハ
月
一
日
か
ら
 

児
童
手
当
法
が
、
六
月
一
日
か
ら
変
 

わ
り
ま
す
。
い
ま
ま
で
の
法
律
で
は
、
 

三
人
以
上
の
お
子
さ
ん
を
育
て
て
い
る
 

家
庭
に
、
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
し
 

た
が
、
今
回
の
改
正
で
、
二
人
目
の
お
 

子
さ
ん
か
ら
も
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
 

り
ま
し
た
。
 

第
ニ
デ
に
は
 

月
額
ニ
千
五
百
円
 

1！『．・“二・・． 

昭
和
六
十
一
年
六
月
一
日
現
在
、
十
 

八
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
二
人
育
て
て
 

い
る
家
庭
が
、
対
象
に
な
り
ま
す
。
た
 

だ
し
、
ニ
人
目
の
お
子
さ
ん
は
昭
和
五
 

十
九
年
六
月
ニ
日
以
後
に
生
ま
れ
た
児
 

童
に
限
ら
れ
、
対
象
と
な
る
家
庭
に
は
 

月
額
二
千
五
百
円
の
児
童
手
当
が
支
給
 

さ
れ
ま
す
。
対
象
と
な
る
児
童
を
お
も
 

ち
の
家
庭
は
、
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
 

役
場
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
 

あ
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広
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▼
申
請
に
必
要
な
も
の
 

①
印
か
ん
②
保
護
者
が
加
入
し
て
い
る
 

年
金
の
記
号
・
番
号
 

増
額
分
の
 

与 

弟

請

を

 

・
．
）
、
『
 

マ
 

ー 

三
人
以
上
の
お
子
さ
ん
を
育
て
、
現
 

在
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
家
庭
で
 

二
人
目
の
お
子
さ
ん
が
新
制
度
の
対
象
 

（
昭
和
五
十
九
年
六
月
二
日
以
後
に
生
 

ま
れ
た
児
童
）
と
な
る
場
合
は
、
新
た
 

に
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 
一 

人
あ
た
り
月
額
二
千
五
百
円
の
手
当
が
 

増
額
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
第
三
子
以
上
 

の
お
子
さ
ん
に
つ
い
て
は
今
ま
で
ど
お
 

り、 

一
人
あ
た
り
月
額
五
千
円
が
支
給
 

さ
れ
ま
す
が
、
低
所
得
者
（
町
民
税
所
 

得
割
非
課
税
者
）
に
つ
い
て
の
月
額
一
一
 

千
円
の
加
算
は
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
 

な
く
な
り
ま
し
た
。
 

国
民
年
金
の
加
入
対
象
者
の
 

範
臨
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
 

臨 

四
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
新
年
金
制
 

度
で
は
、
国
民
年
金
の
適
用
範
囲
が
拡
 

大
さ
れ
、
今
ま
で
は
任
意
加
入
の
対
象
 

と
な
っ
て
い
た
次
の
よ
う
な
方
も
必
ず
 

加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
n
 

①
国
会
議
員
、
地
方
議
会
議
員
お
よ
び
 

そ
の
配
偶
者
 

②
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
障
害
年
金
の
 

受
給
権
者
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
 

③
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
遺
族
年
金
の
 

受
給
権
者
 

④
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
老
齢
年
金
等
 

の
受
給
資
格
期
間
満
了
者
 

こ
れ
ら
の
方
で
、
厚
生
年
金
保
険
や
 

共
済
組
合
に
加
人
し
て
い
な
い
方
は
、
 

医
療
費
は
、
毎
年
 

増
え
続
け
て
い
ま
す
。
 

本
年
度
も
昨
年
度
 

に
比
べ
、
二
十
三
・
 

八
片
i
も
増
え
て
お
 

り
、
医
療
費
が
多
く
 

な
れ
ば
保
険
税
も
高
 

く
な
る
こ
と
に
な
り
 

ま
す
。
 

み
ん
な
が
医
療
費
 

の
無
駄
を
は
ぶ
き
、
 

保
険
税
を
納
め
て
な
 

い
方
は
、
納
め
て
い
 

た
だ
く
よ
う
お
願
い
 

し
ま
す
。
 

必
ず
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
 

り
ま
せ
ん
。
 

加
入
の
手
続
き
を
と
り
ま
し
ょ
う
。
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歳
ま
で
の
方
は
 

任
意
加
入
 

で
き
ま
す
 

四
月
か
ら
の
新
国
民
年
金
で
は
、
無
 

年
金
者
を
解
消
し
て
い
く
た
め
、
国
民
 

年
金
の
任
意
加
人
へ
の
途
が
広
げ
ら
れ
 

ま
し
た
。
 

自
営
業
者
等
で
六
十
歳
以
上
六
十
五
 

歳
未
満
の
人
も
国
民
年
金
に
任
意
加
入
 

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

加
入
す
る
日
 

(m
）
転
入
し
て
き
た
ロ
（
他
の
健
康
保
 

険
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
）
 

②
職
場
等
の
健
康
保
険
 

を
や
め
た
日
 

③
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
 

日
 

④
生
活
保
護
を
受
け
な
 

く
な
っ
た
日
 

や
め
る
日
 

①
他
の
市
町
村
へ
転
出
し
た
日
の
翌
日
 

②
職
場
の
健
康
保
険
に
人
っ
た
日
の
翌
 

日
 

③
死
亡
し
た
日
の
翌
日
 

④
生
活
保
護
を
受
け
は
じ
め
た
日
 

申
請
は
、
役
場
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

そ
の
際
印
か
ん
が
必
要
で
す
。
 

対
象
児
童
ぬ
年
齢
り
 

「
犀
間
で
‘
J
一 

段
階
的
に
修
正
 

，
・
二
い
」
二
看
マ
 

新
制
度
で
は
、
三
年
後
に
対
象
児
童
 

の
基
準
を
就
学
前
に
統
一
し
、
よ
り
多
 

く
の
家
庭
に
児
童
手
当
を
支
給
さ
れ
る
 

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

支
給
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
支
給
 

期
間
が
変
わ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
 

さ
い
。
 

③
一
年
目
（
昭
和
六
十
一
年
六
月
一
日
 

か
ら
昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日
 

ま
で
）
 

昭
和
六
十
一
年
六
月
一
日
現
在
で
、
 

二
人
目
の
お
子
さ
ん
は
二
歳
未
満
、
三
 

人
目
の
お
子
さ
ん
は
中
学
校
卒
業
ま
で
 

を
対
象
児
童
と
し
ま
す
。
 

③
二
年
目
（
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
 

か
ら
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
 

ま
で
）
 

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
現
在
で
、
 

二
人
目
の
お
子
さ
ん
は
四
歳
未
満
、
三
 

人
目
の
お
子
さ
ん
は
小
学
校
三
年
生
ま
 

で
を
対
象
児
童
と
し
ま
す
。
 

④
111
年
目
（
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
 

以
降
）
 

二
人
目
の
お
子
さ
ん
も
三
人
目
の
お
 

子
さ
ん
も
、
就
学
前
ま
で
を
対
象
児
童
 

と
し
ま
す
。
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待
ち
合
 

薬
局
の
窓
口
で
よ
く
患
者
さ
ん
に
 

「
こ
の
薬
は
何
の
薬
で
す
か
己
と
聞
 

か
れ
ま
す
。
そ
の
時
は
血
圧
の
薬
と
 

か
胃
薬
と
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。
薬
 

の
種
類
が
多
い
と
、
不
安
に
思
う
気
 

持
ち
も
わ
か
る
の
 

で
す
が
、
最
近
の
 

薬
は
昔
の
よ
う
に
 

ー
つ
の
薬
で
数
種
 

類
の
薬
理
作
用
を
 

有
す
る
複
合
剤
は
 

少
な
く
な
り
、
ほ
 

と
ん
ど
が
単
味
薬
 

剤
（
一
剤
で
ー
つ
 

の
作
用
を
も
つ
）
 

の
た
め
、
薬
理
効
 

果
を
期
待
す
る
に
 

は
、
多
剤
併
用
の
 

処
方
に
な
り
ま
す
。
 

患
者
さ
ん
が
多
 

い
薬
の
中
か
ら
窓
 

口
で
説
明
を
聞
い
て
、
自
分
で
薬
を
 

選
択
し
服
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
 

か
と
不
安
に
な
り
ま
す
。
医
師
は
薬
 

を
全
部
服
用
し
て
い
る
も
の
と
思
い
 

診
察
を
し
て
検
査
を
し
ま
す
。
そ
の
 

結
果
、
薬
が
増
え
た
り
他
の
薬
に
変
 

え
た
り
す
る
の
で
す
。
医
師
は
患
者
 

さ
ん
に
、
 

一
番
必
要
な
薬
を
処
方
し
 

て
い
ま
す
。
 
薬
は
、
正
し
く
服
用
さ
 

れ
て
こ
そ
、
そ
の
効
力
を
最
大
に
発
 

揮
す
る
の
で
す
。
 

ま
た
、
薬
が
あ
ま
っ
て
い
た
の
で
 

半
年
ぐ
ら
い
後
に
、
自
分
を
含
め
て
 

家
族
に
同
一
症
状
が
起
き
た
と
判
断
 

し
て
服
用
し
た
事
を
聞
き
ま
す
。
 

薬
に
は
有
効
期
限
が
あ
る
し
、
梅
 

雨
期
に
は
変
質
を
お
こ
す
事
も
あ
り
 

ま
す
。
薬
は
化
学
 

物
質
で
あ
り
、
そ
 

の
中
で
有
効
性
と
 

安
全
性
を
考
え
、
 

一
番
適
し
た
剤
形
 

と
し
て
用
い
ら
れ
 

て
い
る
も
の
で
、
 

生
体
に
と
っ
て
は
 

異
物
で
あ
り
、
好
 

ん
で
服
用
す
る
も
 

の
で
は
あ
り
ま
せ
 

ん
。
飲
み
か
た
次
 

第
で
は
、
良
薬
に
 

な
る
し
、
毒
物
に
 

も
な
る
可
能
性
が
 

あ
る
わ
け
で
す
。
 

薬
袋
に
書
か
れ
て
い
る
事
を
よ
く
 

読
ま
れ
て
服
用
し
て
下
さ
い
。
 

も
し
、
わ
か
ら
な
い
事
が
あ
れ
ば
 

窓
口
で
お
尋
ね
下
さ
い
。
 

赤
池
町
立
病
院
 
薬
局
主
任
 

清
原
 

穆
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六
十
歳
に
な
っ
て
も
、
老
齢
基
礎
年
 

金
の
受
給
資
格
期
間
（
二
十
五
年
）
を
 

満
た
し
て
い
な
い
方
で
、
あ
と
わ
ず
か
 

の
加
入
期
間
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
満
た
す
 

こ
と
が
で
き
る
方
に
つ
い
て
は
、
老
齢
 

基
礎
年
金
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。
 つ

れ
づ
れ
に
 
⑩
 

老
人
ホ
ー
ム
天
郷
荘
 
松
本
た
か
し
 

お
つ
 

雛
の
宴
酔
ひ
し
姥
ら
の
乙
な
歌
 

点
茶
立
つ
春
舞
叫
ゆ
る
梅
日
和
 

活
け
レ
撫
ぽ
こ
ろ
び
色
香
あ
り
 

整
髪
の
奉
仕
を
う
け
し
梅
日
和
 

あ
 
ち
一
‘
一
ち
 

山
笑
ふ
峡
の
窯
元
彼
方
此
方
に
 

じ
ん
 

ひ

え

き

 

奇
特
な
人
桜
苗
木
を
贈
り
来
て
 

一
」
た
つ
 

俳
談
や
酒
も
注
が
れ
て
春
矩
燈
 

古
都
よ
リ
の
宅
便
と
け
ば
春
の
色
 

花

の

宴

 

老
人
ホ
ー
ム
天
郷
荘
 
柿
原
 
香
草
 

花
の
宴
 
梅
桃
さ
く
ら
い
ち
ど
き
に
 

花
の
宴
 
陶
器
ま
つ
り
に
さ
き
が
け
て
 

花
の
宴
 
仮
設
の
演
舞
場
豪
華
 

花
の
宴
 
改
築
成
り
し
家
鴨
小
舎
 

花
の
宴
に
は
頃
合
い
の
花
曇
り
 

花
の
宴
 
町
の
顔
役
一
堂
に
 

花
の
宴
 
駐
在
さ
ん
は
芸
達
者
 

役

場

人

事

 

【
退
職
】
o
藤
野
八
郎
（
老
人
ホ
i

ム
 

大
郷
荘
長
）
o
森
五
月
（
町
立
病
院
用
 

務
員
）
 

3
月
 31 

日
付
 

【
異
動
】
〇
国
土
調
査
係
長
ー
田
口
龍
 

男
（
農
政
、
商
工
観
光
係
長
）
〇
同
和
 

対
策
中
央
研
修
所
係
長
ー
柴
田
武
己
（
 

同
和
対
策
課
事
業
、
調
整
係
長
）
⑨
町
 

立
病
院
事
務
係
長
ー
竹
本
ァ
サ
ェ
（
同
 

主
査
）
⑨
学
校
教
育
係
長
廿
川
口
栄
子
 

（
同
主
査
）
O
町
立
病
院
事
務
係
長
」
 

柴
田
和
子
（
同
主
査
）
⑨
農
業
委
員
会
 

事
務
係
長
ー
池
田
厚
美
（
同
主
査
）
⑨
 

同
和
対
策
課
事
業
、
調
整
係
長
廿
皆
川
 

保
（
同
主
査
）
⑨
農
政
係
長
廿
山
尾
繁
 

樹
（
同
主
査
）
⑨
国
土
調
査
係
長
、
労
 

動
組
合
役
員
従
事
休
職
ー
沼
口
富
生
（
 

同
主
査
）
⑥
徴
収
係
長
【
藤
原
武
司
（
 

同
主
査
）
⑨
福
祉
係
長
廿
立
花
政
彦
（
 

同
主
査
）
⑨
商
工
観
光
係
長
廿
中
原
和
 

義
（
同
主
査
）
0
財
政
係
長
廿
宮
崎
春
 

美
（
同
主
査
）
⑨
町
立
病
院
看
護
婦
副
 

婦
長
廿
渡
辺
民
子
（
同
主
任
）
⑨
町
立
 

病
看
護
婦
主
任
廿
成
崎
美
津
枝
⑨
町
立
 

病
院
薬
剤
帥
主
任
廿
清
原
穆
 

【4

月
7

日
付
、
 

（
）
内
は
前
職
、
 

⑥
は
昇
格
】
 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
 

赤
池
町
社
会
福
祉
協
議
会
 

【
賛
助
会
費
】
 

（
一
口
廿
千
円
）
 

〇
太
田
博
文
廿
 10 

口
〇
千
代
田
千
代
子
 

廿
 10 

口
〇
岡
田
宗
治
廿
5

口
 

【
寄
附
】
 

〇
能
登
環
境
開
発
工
業
廿
 10 

万
円
〇
正
 

栄
自
動
車
整
備
工
場
廿
5

万
円
〇
 
「さ 

く
ら
祭
よ
り
」
吉
田
酒
店
廿
2

千
円
、
 

赤
池
を
愛
す
る
会
廿
5
千
円
 

【
香
典
返
し
】
 

o
森
茂
（
稲
荷
）
〇
船
津
幸
吉
（
伏
原
）
 

〇
桑
野
万
治
（
市
津
）
〇
角
村
ト
ョ
ノ
 

（
石
松
）
〇
今
吉
義
男
（
南
町
）
〇
吉
 

田
治
男
（
車
道
）
以
上
6
件
総
額
 12 

万
 

5
千
円
（
4

月
 15 

日
現
在
、
敬
称
略
）
 

/ 

【休館日】 

3日、 4日、 5日 

12日、18日、26日 

【福祉バス運行日】 

休日を除く毎日 

【仏教講演会】 

5月13日因午前11時から 

× 

【演 芸】 

入館者へ自由に舞台 

を提供します。 

ご利用下さい 

【心配ごと相談日】 

7日、ワ日、27日 

午前10時～午後3時 

× 

 ノ 

3 月末日住民登録 Q 
（前月比） 

人 口 10,092( Zさ、 16) 

男 4,787( △7 ) 

女 5,305( .23) 

世帯数 3,357( △ 16) 

委託業者とのトラブルを防ぐ家内労働手帳一 5 月21日～31日は家内労働旬間 役所などへの要望や苦情を解決 5 月11日 ～17日 



け
 

カ
 

あ
 

報
 

広
 

第280 号 Iム 報 あ か い け 昭和61年5月1日 （10) 

園
 
U 

り 情 
し 
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旧
柑
「
ー
議
纏
 

圏
乳
児
保
育
相
談
▽
5

月
 19 

日
卿
、
町
 

民
会
館
▽
 10
 

時
i
 11 

時
半
▽
生
後
2

カ
 

月
、
 12 

カ
月
 

圏
心
配
ご
と
相
談
▽
7

日、 

17 

日、 

27
 

日
▽
福
祉
セ
ン
タ
ー
▽
 10 

時
i
 15 

時
 

圏
戦
傷
病
者
補
装
具
支
給
相
談
▽
対
象
 

者
廿
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
、
 

公
務
上
の
傷
病
に
よ
り
障
害
の
状
態
が
 

三
款
症
以
上
で
、
補
装
具
の
装
着
を
必
 

要
と
す
る
人
▽
日
、
場
所
」
大
任
町
中
 

央
公
民
館
（
6

月
 17 

日
）
〇
田
川
市
武
 

道
館
（
5

月
 21 

日
）
〇
直
方
市
中
央
公
 

民
館
（
7

月
9

日
）
▽
時
間
廿
 10 

時
、
 

ふれあい体育祭 

5 月18日（日） 

マ 

15 
時
V
当
H
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と
印
 

か
ん
を
持
参
く
だ
さ
い
。
 

圏
不
動
産
鑑
定
士
無
料
相
談
V

相
談
日
 

廿
毎
月
1

、
3
金
曜
H
V

時
・
場
所
】
 

県
庁
1
階
、
県
民
相
談
室
（
 13 

時
、
 16 

時
）
▽
申
込
み
計
相
談
を
希
望
さ
れ
る
 

人
は
、
事
前
に
電
話
で
申
込
み
く
だ
さ
 

い。 

。
0
9
2

(
6
5
1

)
1
2
3
4
 

〇
第
2
、
4
金
曜
日
は
弁
護
士
に
よ
る
 

無
料
法
律
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
 

‘且f
'! 
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圏
商
業
簿
記
基
礎
講
座
▽
対
象
廿
商
業
 

簿
記
の
基
礎
コ
ー
ス
▽
日
時
】
昭
和
 61
 

年
7

月
 21 

日
、
8
月
末
日
（
午
後
6

時
 

、
8
時
）
▽
場
所
ー
田
川
セ
ン
タ
ー
ホ
 

ー
ル
▽
受
講
料
廿
七
千
円
▽
問
い
合
せ
 

廿
田
川
商
工
会
講
所
（
田
川
市
大
黒
町
 

3
の
 11 

）
云
 
44 

1
3
1
5
0
 

圏
栄
養
指
導
講
習
会
▽
5

月
 27 

日
、
町
 

灘
繊
雑
響
（
鱗
）
)
)
)
)
）
蕪
灘
鷺
響
繊
麟
（
義
響
鷲
」
嫌
難
難
鷲
II
)）一 

第25回の町民体育祭は次のとおり行われ 

ます。 

●と き： 5 月18日（日） 

●ところ；町民グラウン ド 

※雨天中止、テントの設営は前日の15時から19 

時までにお願いします。 その際、 グラウンド 

内に車の乗り人れをしないようお願いします。 

バレーボール教室への 

お さ そ い 

民
会
館
V
 10 

時
・
 12 

時
▽
老
人
検
診
時
 

に
併
用
し
て
開
催
し
ま
す
。
 

圏
保
母
資
格
試
験
準
備
講
習
会
▽
受
講
 

資
格
廿
①
高
等
学
校
か
同
等
以
上
の
学
 

校
を
卒
業
し
た
人
②
満
 18 

歳
を
過
ぎ
て
 

児
童
福
祉
施
設
で
3
年
以
上
児
童
の
保
 

護
に
従
事
し
た
人
▽
期
間
廿
7

月
 15 

日
 

、
7
月
 26 

日
▽
受
講
料
ー
八
千
円
（
全
 

科
目
）
▽
申
込
み
】
申
込
書
（
6
月
l
 

日
以
降
役
場
に
準
備
）
に
受
講
料
を
添
 

え
て
、
福
岡
県
保
育
所
連
盟
へ
▽
受
付
 

期
間
廿
6
月
 19 

日
、
6

月
 30 

日
▽
問
い
 

合
せ
ー
福
岡
県
保
育
所
連
盟
（
福
岡
市
 

博
多
区
千
代
一
丁
目
2

の
2

）
。
0
9
 

2
(

 

6
4
1

)

 

7
9
3
4
 

馴
「
馴
防
ど
検
診
山
、
ト
、
、
と
 

圏
麻
し
ん
▽
5

月
 15 

日
困
、
町
立
病
院
 

▽
 13 

時
半
、
 15 

時
▽
生
後
 18 

カ
月
、
 36
 

力
月
 

○練習日／毎月第1・ 3土曜日 

午後8 :00-40:00 

〇場 所／町民会館 

○会 費／年間 1, 000円 

〇申し込み／教育委員会へ（合28-4100) 

集れ小さな冒険者たち 

少年の船団員募集 

圏
日
本
脳
炎
（
上
野
地
区
の
人
）
▽
5
 

月
 16 

日
圏
、
老
人
ホ
ー
ム
▽
 13 

時
半
、
 

15 

時
▽
3
歳
以
上
 

圏
子
宮
、
乳
ガ
ン
検
診
▽
5
月
 19 

日
⑩
 

中
央
研
修
所
▽
9
時
半
、
 10 

時
半
▽
 30
 

歳
以
上
の
女
性
▽
料
金
廿
7
千
円
（
 70 

歳
以
上
の
人
は
無
料
）
 

圏
三
種
混
合
▽
5
月
 22 

日
困
、
町
民
会
 

館
▽
 13 

時
半
i
 15 

時
▽
生
後
 24 

カ
月
、
 

48 

カ
月
 

圏
生
ワ
ク
チ
ン
▽
5
月
 28 

日
困
▽
町
民
 

会
館
▽
 13 

時
半
i
 15 

時
▽
生
後
3

カ
月
 

、
 18 

カ
月
 

圏
献
血
▽
5

月
 29 

日
困
o

シ
ョ
ッ
ピ
ン
 

グ
セ
ン
タ
ー
赤
池
前
（
 10 

時
i
 13 

時） 

〇
役
場
前
（
 14 

時
i
 16 

時） 

川
識
験
相
募
集
m
 

圏
危
険
物
取
扱
試
験
▽
試
験
日
、
会
場
 

11 

6
月
 15 

日
（
近
畿
大
学
九
州
工
学
部
）
 

圏期日／7 月20日から7 月24日と7 月29日 

から8月2 日 

圏訪問地／沖縄県本島 

圏参加費／小学5 -6 年41,000円 

中学生44, 000円 

班長（18歳以上30歳未満） 

圏募集期間／5月6日～6月5日 

圏申込み／教育委員会 社会教育係へ 

圏その他／過去に当 「少年の船」 に参加し 

た人はご遠慮下さい。 

圏詳しくは赤池町教育委員会ハ、 

蕪
難
難
難
繊
繊
難
 

▽
準
備
講
習
日
、
会
場
一
6
月
1

日
（
 

田
川
青
少
年
文
化
ホ
ー
ル
）
▽
受
付
日
 

場
所
廿
5
月
1

日
、
5

月
 13 

日
（
田
川
 

地
区
消
防
本
部
）
▽
問
い
合
せ
什
田
川
 

地
区
消
防
本
部
防
課
危
険
物
係
（
廿
 44
 

1
0
6
5
0

) 

圏
警
察
官
採
用
試
験
▽
受
験
資
格
廿
昭
 

和
 33 

年
4
月
2

日
か
ら
 39 

年
4
月
1

日
 

ま
で
に
生
ま
れ
た
大
学
卒
の
男
子
▽
受
 

付
期
間
1
5

月
 14 

日
ま
で
▽
一
次
試
験
 

什
6

月
1

日
（
福
岡
高
等
学
校
）
、
8
 

時
半
、
 17 

時
▽
申
込
、
間
い
合
せ
廿
福
 

岡
県
警
察
本
部
警
務
課
任
用
係
（
福
岡
 

市
博
多
区
東
公
園
7
番
7
号
）
。
0
9
 

2

(
6
2
2

)
0
7
0
0

ま
た
は
最
 

り
の
警
察
署
、
派
出
所
 

圏
国
税
専
門
官
募
集
（
大
卒
程
度
）
▽
 

受
験
資
格
ー
昭
和
 34 

年
4
月
2

日
か
ら
 

40 

年
4
月
1

日
生
ま
れ
の
人
▽
受
付
期
 

間
1
5

月
 16 

日
、
5
月
 23 

日
▽
一
次
試
 

験
廿
7
月
 12 

日
お
よ
び
 13 

日
（
福
岡
大
 

学
高
宮
校
舎
）
▽
申
込
書
提
出
ー
福
岡
 

国
税
局
人
事
第
二
課
（
福
岡
市
博
多
区
 

博
多
駅
東
2

の
 11 

の
1

）
▽
申
込
用
紙
 

請
求
、
問
い
合
せ
廿
福
岡
国
税
局
。
0
 

9
2

(
4
1
1

)
0
0
3
1

ま
た
は
最
 

寄
り
の
税
務
署
 

圏
青
年
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
員
▽
練
習
時
 

廿
毎
週
水
曜
日
、
午
後
8
時
か
ら
 10 

時
 

ま
で
▽
練
習
場
所
ー
赤
池
中
体
育
館
▽
 

年
齢
廿
高
校
生
以
上
 30 

歳
く
ら
い
ま
で
 

▽
部
費
廿
月
五
百
円
▽
申
し
込
み
廿
赤
 

池
町
教
育
委
員
会
へ
（
。
 28 

1
4
1
0
 

0
)
 

5 月31日は自動車税の納期限です 間い合せは財務事務所へ 


